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平成 31年 2 月 28日 

各      位 
会 社 名  
代表者名 取締役社長  大 澤  正 典 
（コード番号 4828 東証第一部） 

問合せ先 専務取締役   片 山  博  
電  話 ０３－３５１０－１６００ 

 

 

開業20周年記念株主優待の実施に関するお知らせ 

 
 

当社は、下記のとおり開業 20 周年記念株主優待を実施いたしますので、お知らせいたします。 
 

記 
 

１．開業 20 周年記念株主優待の目的・概要 

当社では、株主様に当社へのご理解とご支援をいただくことを目的として、年 4 回（四半期毎）

の株主優待制度を導入しております（以下、「通常優待」といいます。）。 

当社は、平成 11 年 4 月よりシステムインテグレーション事業を開始し、本年 4 月をもって 20

周年を迎えることとなりました。これもひとえに株主様をはじめとする関係各位のご支援、ご協

力の賜物と心より御礼申し上げます。 

つきましては、株主様への感謝の意を表するとともに、開業 20 周年を記念し、平成 31 年 3 月

31 日基準日において 100 株（1 単元）以上ご所有の株主様に対し、「通常優待」に加えて、所有

株式数および所有継続期間に応じた記念株主優待（以下、「記念優待」といいます。）を実施いた

します。 

 

＜ご参考：通常優待の内容＞ 

四半期末時点（6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日、3 月 31 日）において、100 株以上を所有

される株主様に、年４回それぞれ 500 円のクオカードを贈呈。 
 

対象となる 
株主様 

6 月 30 日現在の

株主様 
（100 株以上） 

9 月 30 日現在の

株主様 
（100 株以上） 

12月 31日現在の

株主様 
（100 株以上） 

3 月 31 日現在の

株主様 
（100 株以上） 

贈呈品 クオカード 
500 円 

クオカード 
500 円 

クオカード 
500 円 

クオカード 
500 円 
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２．記念優待の詳細 

①対象となる株主様 

平成 31 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された株主様のうち、100 株以上を

所有される株主様。 

 

②記念優待の内容 

平成 31 年 3 月 31 日基準の通常優待（クオカード 500 円）（以下図内①）とあわせて、以下、

「1）」および「2）」の基準に応じて実施いたします。通常優待とあわせたクオカードの額面合

計は、1,000 円若しくは 1,500 円若しくは 2,000 円となります。 

 

1）所有株式数基準 

所有株式数が 100 株から 199 株の株主様（以下図内②）・・・クオカード 500 円分 

所有株式数が 200 株以上の株主様（以下図内③）・・・クオカード 1,000 円分 

 

2）所有継続期間基準 

上記「1）」に加えて、所有継続期間が 3 年以上の株主様（100 株以上所有の株主様である期

間が 3 年以上の株主様 ※1）（以下図内④）・・・クオカード 500 円分 

 

＜制度イメージ図＞ 

対象：平成 31 年 3 月 31 日基準日の株主様 
 

 
 

＜記念優待贈呈パターン（合計額は通常優待を含む）＞ 
 

100～199 株所有・所有継続期間 3 年未満の場合  合計 1,000 円（①+②） 
100～199 株所有・所有継続期間 3 年以上の場合  合計 1,500 円（①+②+④） 

  
200 株以上所有・所有継続期間 3 年未満の場合  合計 1,500 円（①+③） 
200 株以上所有・所有継続期間 3 年以上の場合  合計 2,000 円（①+③+④） 

 

  

  
   

 

 

 

  

 

   
 

  

 
 

  
  

 

  
所有株式数基準  所有継続期間基準 

記念優待 
100 ～ 199 株所有 

 

500 円 ② 
200 株以上所有 

 

1,000 円 ③ + 
3 年以上継続所有 

 

500 円 ④ 
（※1） 

通常優待 
100 株以上所有 

 

500 円 ① 
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※1 所有継続期間が 3 年以上とは、平成 28 年 3 月 31 日時点から平成 31 年 3 月 31 日時点迄の、

各四半期毎の全ての株主名簿において、同一の株主番号かつ 100 株以上所有の株主として、

記載または記録されていることが条件となります。 

 

※2 次の事項に該当する場合、株主番号が変更となる可能性がありますのでご注意ください。

なお、株主番号の変更の有無や、上記※1 下線部分の対象期間における株式の所有状況に

つきましては、口座を開設されている証券会社にお問い合わせください。 
 

・株式の名義人が変更となった場合 

相続、証券会社の貸株サービスを利用した場合など。 
 

・所有株式の全てを売却し、買い戻した場合 

お預けの証券会社を変更した場合や、所有株式を一般口座から NISA 口座に切り

替えた場合など。 

 

③贈呈時期 

平成 31 年 6 月開催予定の定時株主総会終了後に、決議通知等とあわせて発送する予定です。 

 

④その他 

本日公表の記念優待は、今回限りの実施となります。 

なお、現行の株主優待（上記の通常優待）は、引き続き実施して参ります。 

 
以 上 

 


